
扶
養
義
務
と
養
育
費
算
定
に
関
す
る
一
考
察

舘

幸

嗣

打

矢

恵

一

は

じ

め

に

本
稿
は
、
離
婚
に
お
け
る
未
成
熟
子
の
成
年
に
達
す
る
ま
で
の
養
育
費
を
ど
の
よ
う
に
算
定
し
い
か
に
扶
養
義
務
者
に
割
り
当
て
る

か
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
自
明
の
ご
と
く
未
成
熟
子
は
誰
か
の
助
け
を
借
り
な
け
れ
ば
一
人
で
生
き
て
い
け
な
い
と
い

う
、
事
実
的
監
護

行
為
的
監
護
あ
る
い
は
経
済
的
監
護
の
重
畳
的
に
必
要
な
状
態
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
離
婚
に
際
し
て
は
、
こ

れ
ら
の
監
護
を
適
切
に
果
た
せ
る
よ
う
ま
ず
解
決
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
事
項
は
、
要
保
護
性
保
護
補
完
の
無
条
件
原
理
が
働
く
事

項
で
あ
る
か
ら
最
重
要
事
項
と
し
て
解
決
が
要
さ
れ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
実
際
は
諸
種
の
理
由
で
、
未
成
熟
子
の
適
切
に
な
さ
れ

て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
本
稿
は
離
婚
に
際
す
る
未
成
熟
子
の
保
護
補
完
に
見
合
う
よ
う
な
養
育
費
の
具
体
的
な
算
定
方
法
に
つ
い
て

検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
の
主
た
る
考
察
及
び
論
文
構
成
は
、
打
矢
講
師
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
の
校
了
に
当
た
っ

て
は
、
舘
幸
嗣
と
打
矢
恵
が
議
論
し
な
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
に
お
け
る
論
の
至
ら
な
い
責
め
は
す
べ
て
舘
幸
嗣
に
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あ
る
も
の
で
あ
る
。

離
婚
後
の
未
成
熟
子
に
対
す
る
扶
養
義
務
は
、
民
法
第
七
六
六
条
の
離
婚
後
の
子
の
監
護
に
必
要
な
事
項
の
定
め
と
し
て
規
定
さ

れ
、
第
一
次
的
に
は
夫
婦
の
協
議
に
お
い
て
定
め
、
協
議
が
整
わ
な
い
と
き
は
家
庭
裁
判
所
が
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
離
婚
後
の
子
の
養
育
費
負
担
義
務
に
関
し
て
の
根
拠
規
定
は
明
文
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
条
文
上
で
離
婚
後
の
監

護
に
必
要
な
事
項
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
子
の
親
権
を
決
定
し
な
け
れ
ば
離
婚
は
認
め
ら
れ
な
い
反
面
、
養
育
費
の
取
決
め
は
な
く

て
も
離
婚
は
可
能
で
あ
り
、
養
育
費
の
取
決
め
自
体
は
義
務
付
け
ら
れ
て
は
い
な
い
。

未
成
熟
子
は
「
通
常
、
出
生
以
来
、
扶
養
必
要
状
態
に
あ
る
わ
け
で
、
親
が
扶
養
可
能
状
態
に
あ
る
限
り
、
扶
養
義
務
は
具
体
的
に

発
生
し
て

１
）

い
る
」
の
で
あ
っ
て
、
ま
た
、
扶
養
を
必
要
と
す
る
離
婚
後
の
未
成
熟
子
に
対
す
る
親
の
扶
養
義
務
は
、
た
と
え
離
婚
後
で

も
、
生
活
保
持
義
務
（
親
が
未
成
熟
子
に
対
し
て
自
己
と
同
程
度
の
生
活
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
程
度
）
と
い
う
程
度
の
高
い
扶
養
義
務

を
負
う
こ
と

２
）
３
）

と
な
る
。
扶
養
の
方
法
は
、

義
務
者
が
権
利
者
を
呼
び
寄
せ
て
一
緒
に
暮
ら
す
「
引
き
取
り
扶
養
」、
義
務
者
が
権
利
者

の
必
要
と
す
る
物
品
を
与
え
る
「
現
物
支
給
」
も
あ
り
得
な
く
は
な
い
が
、
今
日
で
は
「
現
金
給
付
（
金
銭
扶
養
）
」
が
原
則
と
な
っ

て

４
）

い
る
」。

そ
こ
で
、
扶
養
と
い
う
親
の
子
に
対
す
る
最
も
疎
か
に
で
き
な
い
扶
養
義
務
の
履
行
の
大
前
提
と
し
て
、
離
婚
時
に
必
ず
そ
の
養
育

費
の
金
額
が
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
理
論
的
に
は
、
親
の
子
に
対
す
る
扶
養
義
務
は
生
活
保
持
義
務
で
あ
る
と
し
て

も
、
そ
の
程
度
は
抽
象
的
で
分
か
り
に
く
い
。
ま
た
、
扶
養
義
務
者
か
ら
養
育
費
の
取
決
め
が
あ
り
、
支
払
い
が
な
さ
れ
た
と
し
て

も
、
そ
の
額
が
妥
当
で
な
け
れ
ば
未
成
熟
子
の
生
活
は
成
り
立
た
ず
、
子
の
利
益
に
適
わ
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
一
九
九
六
年
の
民
法
改
正
要
綱
で
は
、
離
婚
制
度
の
見
直
し
が
な
さ
れ
、
積
極
的
破
綻
主
義
の

５
）

導
入
が
検
討
さ
れ
て
い

る
。
そ
う
な
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
に
比
べ
て
離
婚
が
容
易
な
も
の
と
な
り
、
離
婚
夫
婦
の
元
に
あ
る
未
成
熟
子
の
扶
養
の
問
題
は
益
々
深
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刻
化
し
て
い
く
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

そ
こ
で
、
離
婚
後
の
子
の
成
長
に
欠
か
せ
な
い
養
育
費
を
算
定
す
る
た
め
の
方
法
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

二

養
育
費
の
取
決
め
の
問
題
点

扶
養
義
務
者
か
ら
養
育
費
の
支
払
い
を
受
け
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
養
育
費
に
つ
い
て
の
取
決
め
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

し
、
子
の
利
益
の
た
め
、
そ
の
取
決
め
ら
れ
た
養
育
費
額
が
適
当
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

離
婚
の
協
議
に
と
も
な
う
養
育
費
の
取
決
め
の
際
に
は
、

養
育
費
は
い
ら
な
い
か
ら
慰
謝
料
を
払
え
」
と
か
、

や
っ
と
別
れ
ら
れ

た
の
だ
か
ら
、
も
う
離
婚
後
は
顔
も
見
た
く
な
い
し
、
話
も
し
た
く
な
い
か
ら
こ
の
子
の
養
育
費
は
一
銭
も
い
ら
な
い
」
な
ど
、
と
か

く
夫
婦
の
感
情
や
財
産
の
問
題
と
絡
め
て
話
し
合
い
が
な
さ
れ
、
養
育
費
の
授
受
そ
の
も
の
が
拒
否
さ
れ
や
す
い
状
況
に

６
）

あ
る
。
し
か

し
、

養
育
費
は
そ
の
よ
う
な
状
況
に
関
係
な
く
、
親
が
扶
養
可
能
状
態
に
あ
る
か
ぎ
り
、
常
に
履
行
さ
れ
る
べ
き

７
）

も
の
」
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
感
情
や
財
産
の
問
題
か
ら
分
離
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
の
で
き
る
状
況
で
の
協
議
が
ま
ず
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
協
議
や
調
停
等
に
お
い
て
養
育
費
の
算
定
が
行
わ
れ
る
際
に
、
客
観
的
で
分
か
り
や
す
い
、
そ
し
て
公
平
な
基
準
に
よ
る
養

育
費
一
覧
表
な
る
も
の
が
用
意
さ
れ
れ
ば
、
調
停
員
等
の
恣
意
も
排
除
さ
れ
、
当
事
者
を
納
得
さ
せ
や
す
く
、
ひ
い
て
は
養
育
費
の
支

払
い
の
促
進
へ
も
繫
が
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
二
〇
〇
三
年
に
東
京

大
阪
養
育
費
等
研
究
会
か
ら
発
表
さ
れ
た
養
育
費

算
定
表
は
、
ま
さ
に
従
来
か
ら
必
要
と
さ
れ
て
い
た
声
が
具
体
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
従
来
の
方
式
と
養
育
費
算
定
表
の
違

い
を
見
な
が
ら
、
検
討
を
重
ね
て
い
く
。
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三

個
別
算
定
方
式

ま
ず
、
調
停
や
裁
判
所
等
に
お
い
て
実
際
に
使
わ
れ
て
い
る
算
定
方
式
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
実
務
上
良
く
使
わ
れ
て

い
る
算
定
方
式
と
し
て
は
、
①
労
研
方
式
、
②
生
活
保
護
基
準
方
式
、
③
養
育
費
算
定
表
の
三
つ
が
あ
る
。
ど
の
算
定
方
法
も
、
計
算

の
根
拠
は
異
な
る
も
の
の
、
一
般
的
に
、
収
入

支
出
の
把
握
を
行
い
、
必
要
最
低
生
活
費
を
算
出
し
、
そ
の
上
で
養
育
費
の
分
担
額

を
算
出
す
る
と
い
う
過
程
を
経
る
。

ま
ず
、
基
本
的
な
収
入

支
出
、
必
要
最
低
生
活
費
、
分
担
額
の
把
握
の
方
法
に
つ
い
て
確
認
し
、
次
に
、
個
別
の
計
算
方
法
に
つ

い
て
見
て
い
く
。

⑴

収
入

支
出
の
把
握

収
入
は
通
常
、
税
込
み
の
総
収
入
で
把
握
す
る
。
つ
ま
り
、
給
与
所
得
者
で
あ
れ
ば
、
源
泉
徴
収
票
の
「
支
払
金
額
」、
事
業
所
得

者
の
場
合
は
、
確
定
申
告
書
の
「
課
税
所
得
金
額
」
を
総
収
入
と
す
る
。

一
方
、
支
出
に
つ
い
て
は
、
公
租
公
課
（
所
得
税
、
住
民
税
、
社
会
保
険
料
な
ど
）
、
住
居
費
、
食
費
、
水
道
光
熱
費
等
、
生
活
に
関

す
る
費
用
（
非
消
費
支
出
）
と
、
医
療
費
や
住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
の
特

８
）

別
費
（
恒
常
的
特
別
経
費
）
、
そ
し
て
給
与
所
得
者
の
場
合
は
経
費

が
認
め
ら
れ
な
い
た
め
、
職
業
費
と
し
て
収
入
の
一
〇
％
〜
二
〇
％
を
支
出
の
額
に
加
え
る
。

な
お
、
収
入
か
ら
支
出
を
差
し
引
い
た
金
額
を
基
礎
収
入
と
呼
ぶ
。

4



⑵

必
要
最
低
生
活
費
の
算
出

必
要
最
低
生
活
費
に
つ
い
て
は
、
各
算
定
方
法
に
よ
り
異
な
る
。

a

労
研
方
式

財
団
法
人
労
働
科
学
研
究
所
が
昭
和
二
七
年
に
行
っ
た
実
態
調
査
に
基
づ
い
て
消
費
単
位
か
ら
最
低
生
活
費
を
算
定
す
る
方
法
で
あ

る
。

消
費
単
位
と
い
う
の
は
、
各
人
の
生
活
に
必
要
な
、
食
品
な
ど
の
消
費
量
を
示
す
単
位
の

９
）

こ
と
」
を
い
う
。
具
体
的
に
は
、
六

〇
歳
未
満
の
軽
作
業
に
従
事
す
る
既
婚
男
子
の
総
合
消
費
単
位
（
食
品
の
消
費
単
位
と
食
品
以
外
の
消
費
単
位
と
の
総
合
）
を
一
〇
〇
と

し
て
、
そ
の
他
、
年
齢
別
、
性
別
、
仕
事
量
別
、
既
婚
未
婚
別
等
、
そ
れ
ぞ
れ
の
総
合
消
費
単
位
を
決
定
し
て
い
る
。

b

生
活
保
護
基
準
方
式

厚
生
労
働
省
よ
り
、
毎
年
三
月
三
一
日
に
発
表
さ
れ
る
生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
の
基
準
に
基
づ
い
て
最
低
生
活
費
を
算
定
す
る
方

法
で
あ
る
。

c

養
育
費
算
定
表

生
活
保
護
基
準
方
式
を
参
考
に
す
る
が
、

最
低
生
活
費
の
認
定
は
、
基
準
値
、
指
数
と
し
て
使
用
す
る
た
め
に
認
定
し
て
い
る
だ

け
で
あ
り
、
最
低
生
活
費
を
も
っ
て
養
育
費
の
額
と
す
る
わ
け
で

10
）

は
な
」
く
、
生
活
保
護
基
準
や
教
育
費
に
関
す
る
統
計
か
ら
導
き
出

し
た
標
準
的
な
生
活
指
数
に
よ
っ
て
認
定
す
る
方
法
で
あ
り
、
そ
の
数
値
に
基
づ
い
て
養
育
費
算
定
表
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
労
研
方
式
や
生
活
保
護
基
準
方
式
の
よ
う
に
、
細
か
な
収
入
、
支
出
の
把
握
を
行
う
個
別
具
体
的
な
算
定
方
法
に
よ
っ
て
最
低
生

活
費
の
算
定
を
行
う
の
で
は
な
く
、
用
意
さ
れ
た
表
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
額
が
、
義
務
者
の
負
担
額
と
な
る
。
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⑶

養
育
費
の
分
担
額

養
育
費
の
分
担
額
の
決
定
に
際
し
て
は
、
ま
ず
、
子
の
必
要
生
活
費
を
両
親
の
分
担
余
力
に
お
い
て
按
分
す
る
方
式
（
余
力
比
方

式
）
、
そ
し
て
、
子
が
父
と
共
に
生
活
し
た
場
合
の
必
要
最
低
生
活
費
と
母
と
共
に
生
活
し
た
場
合
の
必
要
最
低
生
活
費
を
算
出
し
、

高
い
方
の
金
額
を
各
必
要
最
低
生
活
費
の
比
率
で
按
分
す
る
方
式
（
生
活
程
度
比
率
方
式
）
、
ま
た
、
必
要
最
低
生
活
費
を
収
入
比
率
で

按
分
す
る
方
式
（
収
入
比
方
式
）
が

11
）

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
按
分
方
式
が
あ
る
が
、
実
際
に
養
育
費
の
分
担
額
を
決
定
す
る
に
は
、
通
常
、
い
ず
れ
か
の
按
分
方
法
に
従
い
、
双
方

の
経
済
力
か
ら
そ
の
割
合
を
導
き
出
し
、
そ
こ
に
様
々
な
事
情
を
加
味
し
て
調
整
を
行
っ
て
い
く
こ
と
と
な
り
、
一
概
に
按
分
方
式
に

よ
る
結
果
が
分
担
額
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

な
お
、
経
済
力
に
応
じ
た
分
担
額
の
決
定
は
、
そ
れ
な
り
に
妥
当
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
一
方
で
「
離
婚
後
子
ど
も
を
引

き
取
っ
た
母
や
非
嫡
出
子
の
母
が
、
子
ど
も
の
監
護
教
育
の
た
め
に
多
大
な
精
神
力

肉
体
力
を
費
や
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い

の
に
、
こ
の
実
情
は
無
視
さ

12
）

れ
て
」
お
り
、
子
育
て
の
苦
労
が
養
育
費
分
担
の
割
合
決
定
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
事
項
に
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
は
問
題
で
あ
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。

こ
こ
で
、
あ
る
一
つ
の
例
を
と
り
、
各
算
式
の
計
算
式
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
結
果
を
比
較
す
る
た

め
に
も
、
基
礎
収
入
（
収
入
｜
支
出
）
が
ど
れ
も
同
じ
に
な
る
よ
う
に
し
て
、
各
算
式
に
当
て
は
め
た
結
果
の
養
育
費
の
額
に
つ
い
て

見
て
い
く
。

【
例
】

夫
…
…
事
務
仕
事
。
四
〇
歳
。
東
京
都
在
住
。
収
入
月
三
五
万
円
（
年
収
四
二
〇
万
円
）
、
非
消
費
支
出
＋
恒
常
的
特
別
経
費
を
二
〇

6



万
円
と
す
る
。

妻
…
…
事
務
仕
事
。
四
〇
歳
。
東
京
都
在
住
。
収
入
月
一
〇
万
円
（
年
収
一
二
〇
万
円
）
、
非
消
費
支
出
＋
恒
常
的
特
別
経
費
を
六
万

円
と
す
る
。

子
…
…
小
学
生
二
年
生
と
五
歳
。
妻
と
同
居
と
す
る
。

〇1

労
研
方
式

労
研
方
式
は
、
昭
和
二
七
年
に
労
働
科
学
研
究
所
が
独
自
の
調
査
に
基
づ
い
て
、
最
低
生
活
費
の
算
定
方
式
を
考
案
し
た
も
の
で
、

そ
こ
で
用
い
ら
れ
た
総
合
消
費
単
位
や
物
価
指
数
な
ど
を
組
み
合
わ
せ
て
算
出
し
た
最
低
生
活
費
を
算
出
す
る
方
法
で
あ
る
（
総
合
消

費
単
位
に
つ
い
て
は
、
表
１
を
参
照
さ
れ
た
い
）
。
し
か
し
、
こ
の
算
定
方
法
は
、
五
〇
年
以
上
前
の
実
態
調
査
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、

家
計
の
消
費
構
造
は
、
当
時
に
比
べ
る
と
格
段
に
変
化
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
消
費
単
位
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
こ
と
を
疑
問
視

13
）

す
る
」

と
の
傾
向
に
あ
り
、
実
際
に
は
こ
の
労
研
方
式
に
そ
の
ま
ま
数
値
を
当
て
は
め
て
算
定
す
る
こ
と
は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
下
記
計

算
式
に
よ
り
例
に
当
て
は
め
る
と
、65，216円

が
義
務
者
の
負
担
額
と
な
る
。
た
だ
し
、
結
果
と
し
て
で
た
金
額
か
ら
、
さ
ら
に
父
母

の
事
情
な
ど
を
勘
案
し
、
増
減
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

計
算
式

父
の
基
礎
収
入
（
①
）＝

総
収
入－

非
消
費

14
）

支
出
＋
恒
常
的
特
別

15
）

経
費
）

母
の
基
礎
収
入
（
’①

）＝

総
収
入－

非
消
費
支
出
＋
恒
常
的
特
別
経
費
）

子
の
必
要
生
活
費
（
②
）＝

①
＋
’①

）×

子
の
総
合
消
費
単
位
の
合
計÷
父
側
で
子
が
生
活
し
た
場
合
の
総
合
消
費
単
位
の
合
計
）

父
の
負
担
す
べ
き
養
育
費
（
③
）＝

②
×｛

父
の
基
礎
収
入
①÷

父
の
基
礎
収
入
①
＋
母
の
基
礎
収
入
’①

）｝

扶養義務と養育費算定に関する一考察7



具
体
例

父

の

基

礎

収

入
（
①
）＝

3
5
0
，
0
0
0
円
－
2
0
0
，
0
0
0
円
＝

150，000円

母
の
基
礎
収
入
（
’①

）＝
100，000円

－
60，000円

＝
40，000

円

子
の
必
要
生
活
費
（
②
）＝

(150，000円
＋
40，000円

)×

｛
(45＋

55)÷
(130＋

45＋
55)＝

82，608円

父
の
負
担
す
べ
き
養
育
費
（
③
）＝

82，608円
×｛

150，000

円
÷
(150，000円

＋
40，000円

)＝
65，216円

〇2

生
活
保
護
基
準
方
式

生
活
保
護
基
準
方
式
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
「
生
活

保
護
法
に
よ
る
保
護
の
基
準
」
を
基
礎
に
負
担
額
を
算
出
す
る

方
法
で
あ
る
（
生
活
保
護
基
準
に
つ
い
て
は
、
表
２
を
参
照
さ
れ

た
い
）
。
以
下
の
計
算
式
に
例
を
当
て
は
め
る
と
、
義
務
者
の

負
担
額
は68，463

円
と
な
る
。

計
算
式

父
の
基
礎
収
入
（
①
）＝

総
収
入－

非
消
費
支
出
＋
恒
常
的

表１ 労働科学研究所による「総合消費単位（都市)」

性別 労働の種別 60歳未満 60歳以上 学歴･年齢別 男 女

軽作業以下 100 95 大学生 105 100

夫
既
婚
男
子

中等作業 105 100 高校生 95 90

重作業 115 110 中学生 85 80

激作業 120 115

子

供

小学４～６年 60

主婦 80 65 小学１～３年 55

妻
既
婚
女
子

軽作業 90 80 ４～６歳 45

中等作業 95 85 １～３歳 40

重作業 100 90 ０歳 30

就労しない未婚男
女

90 ただし重
作業以下
は既婚者
のもの

生活の中心でない
未婚男女

115

注１) 別居して独立世帯を構成しているものには20～30を加算する。

注２) 事務仕事は軽作業以下に該当する。

出典) 藤本武『労働科学集成第二巻 日本の生活水準』307頁（労働科学研究所、1977)。
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特
別
経
費
）

母
の
基
礎
収
入
（
’①

）＝

総
収
入－

非
消
費
支
出
＋
恒
常
的
特
別
経
費
）

父
の
最
低
生
活
費
（
②
）＝

生
活
保
護
基
準
の
「
地
域
の
級
地
区
分
」
に
従
っ
た
「
居
宅
第
一
類
基
準
額
」＋

居
宅
第
二
類
基
準
額
」

母
の
最
低
生
活
費
（
’②

）＝

生
活
保
護
基
準
の
「
地
域
の
級
地
区
分
」
に
従
っ
た
「
居
宅
第
一
類
基
準
額
」＋

居
宅
第
二
類
基
準
額
」

子
ら
の
最
低
生
活
費
（
’’②
’’’②

）＝

生
活
保
護
基
準
の
「
地
域
の
級
地
区
分
」
に
従
っ
た
「
居
宅
第
一
類
基
準
額
」＋

居
宅
第
二
類
基

準
額
」

父
側
で
子
が
生
活
し
た
場
合
の
子
の
生
活
費
（
③
）＝

父
の
基
礎
収
入
①
×｛

子
の
居
宅
第
一
類
基
準
額
の
合
計
額
＋

父
子
の
世
帯

と
し
た
場
合
の
居
宅
第
二
類
基
準
額－

父
の
み
の
場
合
の
居
宅
第
二
類
基
準

額
）｝÷

父
の
居
宅
第
一
類
基
準
額
＋
子
の
居
宅
第
一
類
基
準
額
の
合
計
額
＋

父
子
の
世
帯
と
し
た
場
合
の
居
宅
第
二
類
基
準
額
）

父
の
余
力
（
④
）＝

①－

②

母
の
余
力
（
’④

）＝

’①－

’②

父
の
負
担
す
べ
き
養
育
費
（
⑤
）＝

③×

父
の
余
力
（
④
）÷

父
の
余
力
（
④
）＋
母
の
余
力
（
’④

））

具
体
例

父
の
基
礎
収
入
（
①
）＝

350，000円
－
200，000円

＝
150，000円

母
の
基
礎
収
入
（
’①

）＝
100，000円

－
60，000円

＝
40，000円

父
の
最
低
生
活
費
（
②
）＝

40，270円
（

居
宅
一
類)＋

43，430円
（

居
宅
二
類)＝

83，700円

母
の
最
低
生
活
費
（
’②

）＝
40，270円

（

居
宅
一
類)＋

53，290円
（

居
宅
二
類
）÷

3＝
58，033円

扶養義務と養育費算定に関する一考察9



小
２
の
最
低
生
活
費
（
’’②

）＝
34，070円

（

居
宅
一
類)＋

53，290円
（

居
宅
二
類)÷

3＝
51，833円

５
歳
の
最
低
生
活
費
（
’’’②

）＝
26，350円

（

居
宅
一
類)＋

53，290円
（

居
宅
二
類)÷

3＝
44，113円

父
側
で
生
活
し
た
場
合
の
子
の
生
活
費
（
③
）＝

1
5
0
，
0
0
0
円
×
｛
3
4
，
0
7
0
円
＋
2
6
，
3
5
0
円
＋
(
5
3
，
2
9
0
円
－
4
3
，
4
3
0
円
)
÷
(
4
0
，
2
7
0

円
＋
34，070円

＋
26，350円

＋
53，290円

)＝
68，463円

父
の
余
力
（
④
）＝

150，000円
－
83，700円

＝
66，300円

母
の
余
力
（
’④

）＝
40，000円

－
58，033円

＝
0円

父
の
負
担
す
べ
き
養
育
費
（
⑤
）＝

68，463円
×
66，300円

÷
(66，300円

＋
0円

)＝
68，463円

〇3

養
育
費
算
定
表

二
〇
〇
三
年
四
月
に
東
京

大
阪
養
育
費
等
研
究
会
に
よ
り
、
簡
易
迅
速
な
算
定
を
可
能
と
す
る
新
た
な
養
育
費
算
定
方
式
が
提
案

さ
れ
た
。
そ
の
計
算
方
法
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
養
育
費
算
定
表
は
、
扶
養
権
利
者
、
扶
養
義
務
者
双
方
の
収
入
を
基
礎
と
し
、
子
が

扶
養
義
務
者
と
同
居
し
て
い
る
場
合
に
子
の
た
め
に
か
か
る
生
活
費
が
い
く
ら
か
を
計
算
し
、
そ
の
生
活
費
を
扶
養
権
利
者
と
扶
養
義

務
者
の
収
入
で
按
分
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
扶
養
義
務
者
の
養
育
費
負
担
額
を
定
め
る
こ
と
を
基
礎
と
し
て
い
る
。

こ
の
養
育
費
算
定
表
の
大
き
な
特
徴
は
、

実
際
の
生
活
形
態
と
は
異
な
り
、
高
収
入
の
親
（
義
務
者
）
と
子
が
同
居
し
て
い
る
状

態
を
い
わ
ば
仮
定
し
、
子
の
生
活
費
を
計
算
す
る
と
い
う
考
え
方
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

生
活
保
持
義
務
」
の

考
え
方
に
由
来

16
）

す
る
」
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
子
ど
も
の
人
数
（
一
〜
三
人
）
や
年
齢
（
〇
〜
一
四
歳
、
一
五
〜
一
九
歳
）
に
応
じ
、
各
ケ
ー
ス
に
応
じ
た
算
定
表
（
表
一

〜
表
九
）
が
用
意
さ
れ
た
。
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算
定
表
の
種
類
に
応
じ
（
子
の
年
齢
、
人

数
）
、
当
て
は
ま
る
算
定
表
が
確
定
し
た
ら
、

縦
軸
の
扶
養
義
務
者
（
通
常
は
父
）
の
年
収

と
横
軸
の
扶
養
権
利
者
（
通
常
は
母
）
の
年

収
の
欄
か
ら
、
交
差
す
る
部
分
の
額
が
標
準

的
な
養
育
費
の
額
（
月
額
）
と
な
る
。
こ
こ

で
い
う
年
収
と
は
、
給
与
所
得
の
場
合
は
源

泉
徴
収
票
の
「
支
払
い
金
額
」、
自
営
業
者

の
場
合
は
確
定
申
告
書
の
「
課
税
所
得
金

額
」
の
こ
と
を

17
）

い
う
。

縦
軸
を
父
の
給
与
収
入
（
三
五
万
円
×
一

二
ヶ
月＝

四
二
〇
万
円
）
と
し
、
横
軸
を
母

の
給
与
収
入
（
一
〇
万
円
×
一
二
ヶ
月＝

一
二

〇
万
円
）
と
し
て
、
養
育
費
算
定
表
の
表

三
、
養
育
費

子
二
人
表
（
第
一
子
及
び
第

二
子

〇
〜
一
四
歳
）
の
表
に
当
て
は
め
る

（
表
３
を
参
照
さ
れ
た
い
）。
結
果
、
養
育
費
の

義
務
者
負
担
額
は
、
四
〜
六
万
円
と
な
る
。

表２ 保護基準の抜粋（生活保護18年度基準（月額))

第一類 基準額 円

級地別

年齢区分
１級地－１ １級地－２ ２級地－１ ２級地－２

０歳～２歳 20，900 19，960 19，020 18，080

３歳～５歳 26，350 25，160 23，980 22，790

６歳～11歳 34，070 32，540 31，000 29，470

12歳～19歳 42，080 40，190 38，290 36，400

20歳～40歳 40，270 38，460 36，650 34，830

第二類 基準額 円

基 準 額

(冬季加算は省略)

世 帯 人 員 別

１人 ２人 ３人 ４人
５人以上１人を増す
ごとに加算する額

１級地－１ 43，430 48，070 53，290 55，160 440

１級地－２ 41，480 45，910 50，890 52，680 440

２級地－１ 39，520 43，740 48，490 52，200 400

２級地－２ 37，570 41，580 46，100 47，710 400

注) １級地―１～２級地―２に該当する地域は参考までに以下の地域である。

１級地―１…東京都23区、神奈川県横浜市･川崎市･埼玉県さいたま市他

１級地―２…宮城県仙台市、北海道札幌市他

２級地―１…新潟県新潟市、青森県青森市他

２級地―２…茨城県日立市･土浦市、愛知県東海市･豊川市他

出典) 厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/04/s0420-7c.html#1-6

より抜粋、編集。
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表３ 養育費算定表３ 養育費･子２人表（第１子及び第２子０～14歳)

出典) 東京･大阪養育費等研究会「簡易迅速な養育費等の算定を目指して―養育費･婚姻費用

の算定方式と算定表の提案―」299頁（判例タイムズ1111号、2003）
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具
体
的
な
算
定
方
法
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

計
算
式

父
の
基
礎
収
入
（
①
）＝

総
収
入×

0．34～
0．42

（
給
与
所
得
者
の
場
合
）

母
の
基
礎
収
入
（
②
）＝

総
収
入×

0．34～
0．42

（
給
与
所
得
者
の
場
合
）

子
の
生
活
費
（
③
）＝

義
務
者
の
基
礎
収
入×

55
o
r
90

（
子
の

18
）

指
数
）÷

(100＋
55
o
r
90

（
父
の
指
数100

＋
子
の
指
数
））

父
の
負
担
す
べ
き
養
育
費
年
額
（
④
）＝

子
の
生
活
費
③×

父
の
基
礎
収
入
①÷

父
の
基
礎
収
入
①
＋
母
の
基
礎
収
入
②
）

具
体
例

父
の
基
礎
収
入
（
①
）＝

4，200，000円
×
0．34～

0．42＝
1，428，000円

～
1，764，000円

母
の
基
礎
収
入
（
②
）＝

1，200，000円
×
0．34～

0．42＝
408，000円

～
504，000円

子
の
生
活
費
（
③
）＝

1，428，000円
～
1，764，000円

×
(55＋

55)÷
(100＋

55＋
55)＝

747，999円
～
923，999円

父
の
負
担
す
べ
き
養
育
費
年
額
（
④
）＝

747，999円
～
923，999円

×｛
1，428，000円

～
1，764，000円

÷
(1，428，000円

～

1，764，000円
＋
408，000円

～
504，000円

)｝＝
581，776円

～
718，665円

父
の
負
担
す
べ
き
養
育
費
月
額＝

581，776円
～
718，665円

÷
12ヶ

月
＝
48，481円

～
59，888円

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
養
育
費
算
定
表
は
、
仕
組
み
す
ら
複
雑
で
は
あ
る
も
の
の
、
父
母
の
収
入
や
子
の
年
齢
、
人
数
な
ど
に
応
じ
て

計
算
さ
れ
た
結
果
が
、
既
に
表
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
た
め
、
表
を
一
目
見
た
だ
け
で
、
自
己
の
負
担
す
べ
き
養
育
費
を
知
る
こ
と
が

で
き
、
と
て
も
有
意
義
な
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
養
育
費
は
、
そ
も
そ
も
未
成
熟
子
を
養
育
す
る
た
め
の
費
用
で
あ
り
、
特
に
協

議
に
お
い
て
離
婚
す
る
夫
婦
の
感
情
的
な
も
つ
れ
合
い
の
中
に
お
い
て
は
、
で
き
る
だ
け
簡
易
迅
速
な
養
育
費
の
取
決
め
が
な
さ
れ
る

扶養義務と養育費算定に関する一考察13



こ
と
が
求
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
最
終
的
に
養
育
費
額
が
決
定
さ
れ
る
に
際
し
て
は
通
常
、
個
別
的
な
事
情
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
養
育
費
算

定
表
は
「
個
別
的
事
情
と
い
っ
て
も
通
常
の
範
囲
の
も
の
は
算
定
表
と
し
て
標
準
化
す
る
段
階
で
既
に
考
慮
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
よ
ほ
ど
特
別
な
事
情
が
な
い
限
り
、
算
定
表
の
額
の
幅
を
超
え
る
額
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は

19
）

な
い
」
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
点
か
ら
見
て
も
、
第
三
者
が
介
在
し
な
い
離
婚
夫
婦
当
事
者
が
協
議
に
お
い
て
養
育
費
の
取
決
め
を
行
う
に
際
し
、
養
育

費
算
定
表
を
参
考
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
離
婚
当
事
者
双
方
に
公
平
で
分
か
り
易
い
、
納
得
の
で
き
る
養
育
費
決
定
が
な
さ
れ
る
可

能
性
が
高
く
な
り
、
こ
の
よ
う
な
基
準
が
算
定
表
と
い
う
形
で
用
意
さ
れ
た
こ
と
は
、
大
い
に
参
考
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
参
考
ま
で
に
、
上
記
三
つ
の
養
育
費
算
定
方
式
を
用
い
て
養
育
費
の
算
定
を
行
う
と
、
基
礎
収
入
を
同
額
で
捉
え
る
な
ら
、

①
労
研
方
式
（65，216円

）
、
②
生
活
保
護
基
準
方
式
（68，463円

）
、
③
養
育
費
算
定
表
（４

～
６
万
円

）
と
い
う
結
果
と
な
り
、
結
果

か
ら
見
れ
ば
ど
れ
も
殆
ど
変
わ
ら
な
い
。
し
か
し
、
①
、
②
に
関
し
て
は
、
基
礎
収
入
の
認
定
額
に
よ
っ
て
結
果
が
大
き
く
異
な
る
た

め
、
そ
れ
故
に
算
定
は
慎
重
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

従
来
の
算
定
方
式
の
問
題
点

労
研
方
式
や
生
活
保
護
基
準
方
式
と
い
う
従
来
の
算
定
方
式
は
、
あ
る
程
度
合
理
的
な
考
え
方
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
一
方
で

算
定
方
法
が
難
し
く
、
調
停
や
審
判
な
ど
に
お
い
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
協
議
離
婚
夫
婦
が
養
育
費
の
取
決
め
の
際
に
利

用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

ま
た
、
算
定
に
あ
た
り
、
収
入
や
支
出
の
認
定
に
お
い
て
、
実
額
で
の
把
握
が
な
さ
れ
て
い
た
た
め
、
そ
れ
ら
を
証
明
す
る
資
料
の

提
出
を
当
事
者
が
な
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
だ
け
で
も
時
間
が
か
か
り
、
そ
の
信
憑
性
を
問
題
と
し
た

20
）

判
例
も
あ
る
な
ど
し
て
、
収
入
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や
支
出
の
認
定
の
判
断
に
相
当
な
時
間
が
か
か
る
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
特
別
経
費
の
認
定
に
関
し
て
は
、
義
務
者
や
権

利
者
か
ら
の
資
料
の
提
出
が
ま
ず
必
要
で
あ
っ
て
、
そ
の
提
出
さ
れ
た
資
料
を
も
と
に
双
方
か
ら
の
主
張
が
行
わ
れ
て
い
た
の
が
実
情

で
あ
り
、

養
育
費
と
い
う
の
は
子
ど
も
の
日
々
の
生
活
費
の
問
題
な
の
に
、
審
理
に
時
間
が
か
か
っ
て
し

21
）

ま
う
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
、

資
料
が
提
出
さ
れ
、
試
算
さ
れ
る
ま
で
、
ど
の
程
度
の
金
額
に
な
る
か
予
測
す
る
こ
と
も

22
）

困
難
」
で
あ
り
、
結
局
は

結
果
が
出
て
み
な
い
と
義
務
者
の
負
担
額
は
明
ら
か
に
な
ら
ず
、
結
果
が
出
て
改
め
て
そ
の
金
額
に
つ
い
て
の
争
い
が
な
さ
れ
、
な
か

な
か
結
論
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

五

養
育
費
算
定
表
の
問
題
点

二
〇
〇
三
年
四
月
、
東
京

大
阪
養
育
費
等
研
究
会
の
「
簡
易
迅
速
な
養
育
費
等
の
算
定
を
目
指
し
て
」

判
例
タ
イ
ム
ズ
一
一
一
一

号
参
照
）
に
お
い
て
発
表
さ
れ
た
養
育
費
算
定
表
は
、
こ
れ
ま
で
の
家
庭
裁
判
所
の
審
判
や
調
停
に
お
け
る
養
育
費
の
算
定
の
問
題
点

を
解
決
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
養
育
費
算
定
表
は
、
基
礎
収
入
の
算
出
に
あ
た
り
、
従
来
の
算
定
方
法
の
よ
う
に
実
額
を
元
に
算
定
し
て
い
た
「
特
別
経

費
を
、
税
法
等
で
理
論
的
に
算
出
さ
れ
た
標
準
的
な
割
合
や
統
計
資
料
に
基
づ
い
て
推
計
さ
れ
た
標
準
的
な
割
合
を
も
っ
て
推
計
す
る

こ
と
に
改
め
ら

23
）

れ
た
」
の
で
あ
る
。
ま
た
、
子
ど
も
の
必
要
生
活
費
の
認
定
に
は
こ
れ
ま
で
厚
生
労
働
省
の
定
め
る
生
活
保
護
基
準
に

従
っ
た
最
低
生
活
費
を
算
出
し
て
い
た
が
、

標
準
的
な
生
活
指
数
と
い
う
も
の
を
生
活
保
護
基
準
と
か
教
育
費
に
関
す
る
統
計
か
ら

導
き
出
し
て
標
準
化
し
、
簡

24
）

易
化
」
し
た
こ
と
に
よ
り
、
養
育
費
の
算
定
に
関
し
て
、
今
ま
で
の
よ
う
な
煩
雑
な
手
続
き
に
時
間
が
か

か
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
に
は
大
き
な
意
義
が
あ
る
。
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し
か
し
、
実
務
上
し
ば
し
ば
問
題
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。

ま
ず
、
自
営
業
者
の
総
収
入
に
つ
い
て
で
あ
る
。
自
営
業
者
の
総
収
入
は
、
確
定
申
告
書
の
課
税
所
得
金
額
と
さ
れ
て
い
る
。
課
税

所
得
金
額
は
、
税
法
上
に
お
い
て
、
各
種
所
得
控
除
、
青
色
申
告
特
別
控
除
等
が
控
除
さ
れ
た
後
の
金
額
と
な
る
。
つ
ま
り
、
給
与
所

得
の
場
合
の
総
収
入
は
給
与
所
得
控
除
や
各
種
所
得
控
除
前
の
金
額
で
あ
る
の
に
対
し
、
事
業
所
得
の
場
合
の
総
収
入
は
、
各
種
所
得

控
除
後
の
金
額
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
控
除
は
、
税
法
上
控
除
さ
れ
る
べ
き
金
額
で
あ
っ
て
、
実
際
に
支
出
さ
れ
て
い
な
い
金
額
で
あ
る

か
ら
、

確
定
申
告
書
に
基
づ
い
て
総
収
入
を
認
定
す
る
場
合
に
は
、

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額
（
所
得
控
除
）
」
の
う
ち
、

社

会
保
険
料
控
除
」
以
外
の
各
控
除
項
目
と
「
青
色
申
告
特
別
控
除
額
」
及
び
現
実
に
支
払
が
さ
れ
て
い
な
い
「
専
従
者
給
与
額
の
合
計

額
」
を
「
課
税
さ
れ
る
所
得
金
額
」
に
加
算
す
る
こ
と
に

25
）

な
る
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

ま
た
、
発
表
さ
れ
た
算
定
表
は
、
給
与
所
得
と
事
業
所
得
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
収
入
を
認
定
す
る
が
、
義
務
者
の
中
に
は

給
与
所
得
と
事
業
所
得
の
双
方
を
得
て
い
る
者
も
い
る
。
こ
う
い
っ
た
場
合
、
実
務
上
で
は
「
給
与
所
得
額
と
事
業
所
得
額
の
一
方
を

他
方
に
換
算
し
、
合
計
し
た
額
に
つ
い
て
算
定
表
を
利
用
す
る

26
）

方
法
」
が
取
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
給
与
所
得
を
事

業
所
得
に
換
算
す
る
か
、
事
業
所
得
を
給
与
所
得
に
換
算
す
る
か
に
よ
っ
て
、
算
定
結
果
が
若
干
異
な
る
。
し
か
し
、
今
の
所
ど
ち
ら

の
所
得
を
基
準
に
し
て
計
算
を
す
る
の
か
に
つ
い
て
の
一
定
の
基
準
は
な
い
。

そ
し
て
、
算
定
表
の
タ
イ
プ
に
属
さ
な
い
場
合
の
処
理
に
つ
い
て
で
あ
る
。
算
定
表
は
子
三
人
の
場
合
ま
で
し
か
用
意
さ
れ
て
い
な

い
が
、
子
が
四
人
以
上
い
る
場
合
に
は
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
算
定
表
の
上
限
（
義
務
者
の
場
合
、
給
与
所
得
二
、
〇
〇
〇

万
、
事
業
所
得
一
、
四
〇
九
万
。
権
利
者
の
場
合
、
給
与
所
得
一
、
〇
〇
〇
万
、
事
業
所
得
七
一
〇
万
））
を
超
え
る
収
入
が
あ
る
場
合
に
も

使
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

最
後
に
、
こ
の
算
定
表
は
、
あ
く
ま
で
標
準
的
な
養
育
費
を
簡
易
迅
速
に
算
定
し
て
い
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
た
め
、
例
え
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ば
、
養
育
費
算
定
表
に
お
い
て
子
の
教
育
費
は
「
公
立
中
学
、
公
立
高
等
学
校
に
関
す
る
学
校
教
育
費
を
指
数
と
し
て
考
慮
し
て
い
る

が
、
私
立
学
校
に
通
う
場
合
の
学
校
教
育
費
等
は
考
慮
し
て
い

27
）

な
い
」。
し
た
が
っ
て
、
私
立
学
校
教
育
費
等
の
特
別
経
費
に
つ
い
て

は
、
別
途
加
算
す
る
な
ど
の
措
置
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら

28
）

な
い
。
し
か
し
、
通
常
範
囲
の
も
の
は
養
育
費
算
定
表
の
中
で
す
で
に
考
慮

さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
個
別
的
な
特
別
な
事
情
を
加
味
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
る
の
は
、
養
育
費
額
を
定
め
る
に
あ
た
り
、

こ
の
養
育
費
算
定
表
を
用
い
て
出
さ
れ
た
計
算
結
果
が
「
著
し
く
不
公
平
と
な
る
よ
う
な
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
限
ら

29
）

れ
る
」
と

さ
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
特
別
な
事
情
と
は
ど
の
程
度
の
こ
と
を
い
う
の
か
、
調
停
や
裁
判
に
よ
る
特
別
な
事
情
の
認
定
は
と
も
か
く
、

協
議
離
婚
夫
婦
に
と
っ
て
は
判
断
が
難
し
く
、
そ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
す
べ
き
で
あ
る
。

六

司
法
統
計
年
報
よ
り

家
庭
裁
判
所
の
司
法
統
計
年
報
に
よ
る
と
、
子
ど
も
一
人
に
対
す
る
養
育
費
は
、
二
万
円
〜
四
万
円
が
最
も
多
く
、
次
い
で
一
万
円

か
ら
〜
二
万
円
が
多
い
（
表
５
）
。
ま
た
、
子
ど
も
が
一
人
の
場
合
、
四
万
円
〜
六
万
円
が
全
体
の
七
割
以
上
を
占
め
て
い
る
（
表
４
）
。

子
ど
も
が
二
人
で
も
、
四
万
円
〜
六
万
円
が
最
も
多
い
こ
と
か
ら
も
（
表
４
）
、
子
ど
も
の
人
数
が
増
え
た
と
し
て
も
、
養
育
費
の
額

が
人
数
に
比
例
し
て
増
加
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
統
計
か
ら
、
全
体
的
に
見
て
養
育
費
の
取
決
め
額
が
低
す
ぎ
る
傾
向
に
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。

子
の
年
齢
に
も
よ
る

が
、
実
際
に
必
要
と
す
る
経
費
に
と
て
も
足
り
な
い
と

30
）

の
声
」
も
多
い
。
し
か
し
、
結
局
は
、
支
払
う
側
の
親
は
二
つ
の
世
帯
を
抱
え

る
こ
と
と
な
り
、
資
力
に
限
界
が
あ
る
か
ら
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
無
理
な
養
育
費
額
を
設
定
し
て
、
後
に
支
払
い
が
滞
る
よ
り

も
、
少
額
設
定
で
あ
っ
て
も
、
支
払
い
を
確
実
に
す
る
方
が
良
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
理
由
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
結
果
に
な
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
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表５ 養育費の取決め有りの件数（父が支払い者）―支払額別子の年齢

子の年齢

月 額

総 数
１万円
以下

２万円
以下

４万円
以下

６万円
以下

８万円
以下

10万円
以下

10万円
超

総数 10，576 2，144 3，442 3，840 798 144 98 97

０歳 423 46 118 215 31 5 4 4

１歳 603 102 187 265 33 8 5 3

２歳 606 103 214 232 42 6 2 7

３歳 728 136 260 274 38 6 7 7

４歳 637 121 226 246 35 4 2 3

５歳 717 136 263 257 43 5 6 6

６～９歳 2，613 581 917 898 159 24 11 21

10～14歳 2，763 604 892 943 230 33 29 28

15～19歳 1，470 314 360 508 185 50 32 15

20歳以上 16 1 5 2 2 3 ― 3

出典) 司法統計年報（平成17年度）

表４ 母を監護者と定めた未成年の子有り件数―夫から妻への養育費額

母が監護者
となった未
成年の子の
数

月 額

総 数
１万円
以下

２万円
以下

４万円
以下

６万円
以下

８万円
以下

10万円
以下

10万円
超

総数 14，785 689 1，841 5，915 3，673 1，069 812 652

１人 7，643 361 1，136 3，781 1，750 312 163 135

２人 5，638 254 571 1，815 1，612 652 433 300

３人 1，239 64 117 288 293 91 194 192

４人 117 5 16 27 15 14 20 19

５人以上 21 5 1 4 3 ― 2 6

出典） 司法統計年報（平成17年度）
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七

結
び
に
か
え
て

こ
の
よ
う
に
、
養
育
費
額
の
決
定
に
際
し
、
様
々
な
算
定
方
法
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
従
来
、
家
庭
裁
判
所
で
多
く
利
用
さ
れ

て
き
た
労
研
方
式
や
生
活
保
護
基
準
方
式
は
、
算
定
方
法
が
難
し
く
、
協
議
離
婚
を
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ

た
。
ま
た
、

結
論
的
に
は
合
理
的
な
金
額
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
各
フ
ァ
ク
タ
ー
を
ど
の
よ
う
に
設
定
す
る
か
に
よ

っ
て
そ
の
金
額
に
は
相
当
の
ず
れ
が
生

31
）

じ
る
」
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
点
、
養
育
費
算
定
表
は
、
夫
婦
の
収
入
や
子
の
人
数
や
年
齢
、
自
営
業
者
の
場
合
な
ど
、
多
く
の
ケ
ー
ス
に
よ
る
表
が
用
意
さ

れ
て
お
り
、
実
務
上
、
養
育
費
算
定
表
の
運
用
に
お
い
て
何
点
か
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
養
育
費
算
定
表
と
そ
の
利

用
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
を
周
知
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
養
育
費
取
決
め
の
参
考
と
し
て
は
大
い
に
意
味
の
あ
る
も
と
な
る
だ

ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
協
議
離
婚
に
お
い
て
は
離
婚
夫
婦
が
感
情
の
も
つ
れ
の
な
か
で
話
し
合
い
が
な
さ
れ
る
可
能
性
が
高
く
、
ま
し

て
、
養
育
費
額
の
取
決
め
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
子
の
生
活
費
と
し
て
妥
当
な
も
の
で
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
。
双
方
の
収

入
に
よ
り
、
あ
る
程
度
の
相
場
、
養
育
費
の
客
観
的
基
準
を
簡
易
迅
速
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
養
育
費
の
自
主
的
な
取
決
め

率
の
向
上
に
繫
が
り
、
ま
た
、
公
平
妥
当
な
結
論
を
導
く
こ
と
の
で
き
る
可
能
性
も
高
ま
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
一
方
で
は
、
個
々
に
具
体
的
事
情
が
異
な
る
中
で
、
一
様
に
養
育
費
算
定
表
だ
け
に
頼
る
こ
と
は
危
険
で
あ
り
、
ま
た
、
子

供
の
成
長
に
し
た
が
っ
て
長
い
期
間
に
渡
っ
て
給
付
す
る
と
い
う
性
格
を
持
つ
養
育
費
の
額
は
、
取
決
め
以
降
に
夫
婦
の
収
入
の
増
減

が
あ
っ
た
場
合
や
、
あ
る
い
は
、
子
が
入
院
し
て
多
額
の
費
用
が
か
か
っ
た
な
ど
、
養
育
費
取
決
め
時
の
予
測
を
超
え
た
事
態
が
生
ず

る
こ
と
も
あ
る
。
養
育
費
の
取
決
め
は
、
離
婚
時
の
夫
婦
の
収
入
を
元
に
計
算
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
養
育
費
は
長
年
に
わ
た

っ
て
支
払
わ
れ
る
べ
き
性
格
の
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
事
情
変
更
に
合
わ
せ
て
定
期
的
に
見
直
し
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
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は
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
だ
し
、
離
婚
夫
婦
の
中
に
は
、
離
婚
後
、
顔
を
会
わ
せ
な
く
て
済
む
と
思
っ
て
い
た
中
で
、
何
度
も
金
銭
に
ま
つ
わ
る
紛
争
に
繫

が
る
こ
と
と
な
り
か
ね
ず
、
そ
の
よ
う
な
感
情
的
な
問
題
は
、
ま
す
ま
す
子
供
の
利
益
を
害
す
る
も
の
と
想
像
で
き
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
離
婚
当
事
者
の
事
情
変
更
に
伴
っ
て
養
育
費
の
見
直
し
が
な
さ
れ
る
こ
と
で
、
双
方
が
納
得
す
る
こ
と
の
で
き
る
結
論
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
、
ひ
い
て
は
履
行
の
確
保
に
も
繫
が
る
と
考
え
る
。

し
た
が
っ
て
、
養
育
費
に
関
し
て
の
問
題
を
専
門
的
に
取
扱
う
第
三
者
機
関
の
創
設
に
よ
り
、
養
育
費
算
定
の
相
談
や
定
期
的
な
見

直
し
等
の
で
き
る
組
織
の
設
立
を
考
え
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
離
婚
夫
婦
に
と
っ
て
公
平
で
納
得
の
で
き
る
養
育
費
負
担
を
目
指
す
べ
き

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
必
ず
子
の
利
益
に
繫
が
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

１
）

山
脇
貞
司
「
扶
養
義
務
」
二
七
九
頁
（
別
冊
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
七
三
号
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
第
四
版
／
親
族

日
本
評
論
社
、
二

〇
〇
一
）。

２
）

法
律
上
の
親
で
あ
る
限
り
、
た
と
え
親
権
が
な
く
て
も
、
親
と
し
て
子
に
対
す
る
扶
養
義
務
を
負
う
」
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
親
権

者
で
な
い
親
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
扶
養
義
務
は
生
活
保
持
義
務
と
さ
れ
る
。
内
田
貴
『
民
法
Ⅳ

補
訂
版

親
族

相
続
』
二
九
八
頁
（
東

京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
）。
ま
た
、
大
阪
高
決
昭
和
三
七
年
一
月
三
一
日
家
月
一
四
巻
五
号
一
五
〇
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

３
）

最
判
平
成
九
年
四
月
一
〇
日
民
集
五
一
巻
四
号
一
九
七
二
頁
で
は
、
た
と
え
離
婚
前
に
別
居
し
、
そ
の
後
の
離
婚
訴
訟
に
お
い
て
、
別

居
時
か
ら
子
が
成
人
に
達
す
る
ま
で
養
育
費
支
払
を
命
じ
た
。
つ
ま
り
、
民
法
第
七
六
六
条
の
「
離
婚
後
の
子
の
監
護
に
必
要
な
費
用
」
と

は
、
離
婚
後
の
養
育
費
と
は
限
ら
な
い
と
し
て
、
離
婚
前
の
別
居
期
間
の
養
育
費
支
払
を
認
め
た
判
例
も
出
て
き
た
の
で
あ
る
。

４
）

本
山
敦
「
家
族
の
歩
き
方
一
四

私
的
福
祉
」
一
〇
五
頁
（
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
一
七
号
、
二
〇
〇
六
）。

５
）

法
制
審
議
会
民
法
部
会
身
分
法
小
委
員
会
『
婚
姻
制
度
等
に
関
す
る
民
法
改
正
要
綱
試
案
』
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
五
〇
号
二
一
四
頁
を
参

20



考
に
さ
れ
た
い
。

６
）

扶
養
請
求
は
失
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
た
め
に
子
の
扶
養
請
求
権
に
影
響
を
与
え
な
い
と
す
る
判
決
が
あ
る
一
方
で
（
東
京
高
決
昭
和

三
八
年
一
〇
月
七
日
家
月
一
六
巻
二
号
六
〇
頁
）、
養
育
費
を
請
求
し
な
い
合
意
の
有
効
性
を
認
め
る
判
決
も
あ
る
（
札
幌
高
裁
昭
和
五
一

年
五
月
三
一
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
三
六
号
一
九
一
頁
）。
つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
合
意
の
存
在
が
必
ず
し
も
養
育
費
請
求
権
を
認
め
な
い
事

由
と
す
べ
き
で
は
な
い
が
、
そ
の
合
意
が
全
く
意
味
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
も
い
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
子
の
利
益
を
考
慮
し
た
上
で
養

育
費
不
請
求
の
合
意
は
成
立
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。

７
）

下
夷
美
幸
「
養
育
費
履
行
確
保
制
度
の
設
計
」
七
九
頁
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
五
九
号
、
一
九
九
五
）。

８
）

特
別
費
は
「
当
事
者
の
生
活
様
式
に
よ
っ
て
額
が
大
き
く
左
右
さ
れ
る
た
め
、
例
え
ば
、
収
入
に
比
し
て
過
大
な
住
居
費
、
ロ
ー
ン
支

払
、
遊
興
の
た
め
の
借
金
等
に
つ
い
て
は
減
額
す
る
こ
と
も
あ
る
。」
斉
藤
啓
昭
「
養
育
費
の
算
定
方
式
と
裁
判
例
」
一
六
八
頁
（
判
例
タ

イ
ム
ズ
一
一
〇
〇
号
、
二
〇
〇
二
）

９
）

田
村
五
郎
『
親
子
の
裁
判
こ
こ
三
〇
年
』
二
六
四
頁
（
中
央
大
学
出
版
部
、
一
九
九
六
）。

10
）

東
京

大
阪
養
育
費
等
研
究
会
「
簡
易
迅
速
な
養
育
費
等
の
算
定
を
目
指
し
て
｜
養
育
費

婚
姻
費
用
の
算
定
方
式
と
算
定
表
の
提
案

｜
」
二
八
七
頁
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
一
一
一
号
、
二
〇
〇
三
）。

11
）

斉
藤
啓
昭

前
掲
注
八

一
六
九
頁
。

12
）

田
村
五
郎

前
掲
注
九

二
七
八
頁
。

13
）

平
山
信
一

有
吉
春
代
『
離
婚
と
慰
謝
料
』
二
〇
三
頁
（
自
由
国
民
社
、
二
〇
〇
六
）。

14
）

非
消
費
支
出
と
は
、
所
得
税
、
住
民
税
、
社
会
保
険
料
等
を
い
う
。

15
）

恒
常
的
特
別
経
費
と
は
、
職
業
経
費
、
家
賃
、
医
療
費
等
を
い
う
。
職
業
経
費
と
は
、
総
収
入
の
一
〇
〜
二
〇
％
の
範
囲
で
考
慮
さ
れ

る
。

16
）

社
会
保
険
研
究
所
『
大
切
な
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
養
育
費
を

ひ
と
り
親
家
庭
の
養
育
費
の
手
引
き
』
四
一
頁
（
社
会
保
険
研
究
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所
、
二
〇
〇
四
）。

17
）

社
会
保
険
研
究
所

前
掲
注
一
六

九
頁
。

18
）

親
を
一
〇
〇
と
し
た
場
合
、
〇
〜
一
四
歳
歳
の
子
ど
も
は
五
五
、
一
五
〜
一
九
歳
の
子
ど
も
は
九
〇
と
す
る
。

19
）

第
一
東
京
弁
護
士
会
人
権
擁
護
委
員
会
『
新

離
婚
を
め
ぐ
る
相
談
一
〇
〇
問
一
〇
〇
答
』
一
〇
五
頁
（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
〇
〇
六
）。

20
）

大
阪
高
決
平
成
一
六
年
五
月
一
九
日
家
月
五
七
巻
八
号
八
六
号
は
、
義
務
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
源
泉
徴
収
票
の
信
憑
性
が
問
わ
れ
、
結

局
、
賃
金
セ
ン
サ
ス
を
用
い
て
養
育
費
算
定
表
を
行
っ
た
と
い
う
事
例
で
あ
る
。

21
）

日
弁
連
司
法
改
革
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
子
ど
も
の
立
場
か
ら
み
た
家
事
手
続
き
の
あ
り
方
」
三
二
頁
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
一
四
五
号
、
二

〇
〇
四
）。

22
）

右
近
建
男

小
田
八
重
子

辻
朗
編
『
家
事
事
件
の
現
況
と
課
題
』
一
七
頁
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、
二
〇
〇
六
）。

23
）

日
弁
連
司
法
改
革
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

前
掲
注
二
一

三
二
頁
。

24
）

日
弁
連
司
法
改
革
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

前
掲
注
二
一

三
二
頁
。

25
）

岡
健
太
郎
「
養
育
費

婚
姻
費
用
算
定
表
の
運
用
上
の
諸
問
題
」
五
頁
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
二
〇
九
号
、
二
〇
〇
六
）。

26
）

岡
健
太
郎

前
掲
注
二
五

六
頁
。

27
）

濱
谷
由
紀

中
村
明
子
「
養
育
費

婚
姻
費
用
算
定
の
実
務

大
阪
家
庭
裁
判
所
に
お
け
る
実
情
」
40
頁
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
一
七
九

号
、
二
〇
〇
五
）。

28
）

岡
健
太
郎

前
傾
注
二
五

九
〜
一
一
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

29
）

岡
健
太
郎

平
城
恭
子
「
養
育
費

婚
姻
費
用
算
定
表
の
運
用
上
の
諸
問
題
」
六
二
頁
（
調
停
時
報
一
六
四
号
、
二
〇
〇
六
）。

30
）

湯
沢
雍
彦
『
デ
ー
タ
で
読
む
家
族
問
題
』
二
〇
六
頁
（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
二
〇
〇
三
）。

31
）

平
田
厚
『
家
族
と
扶
養
｜
社
会
福
祉
は
家
族
を
ど
う
と
ら
え
る
か
｜
』
六
〇
頁
（
筒
井
書
房
、
二
〇
〇
五
）。

22


